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石川県告示第410号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第101条第 1項の規定により、平成26年第4回石川県議会定例会を次のとおり

招集する。

平成26年 9月2日

石川県知事 谷 本 正 憲

1 招集期日

平成26年 9月9日

2 場所

金沢市

石川県告示第411号

救急病院等を定める省令(昭和39年厚生省令第 8号)第 1条第 1項の規定により、救急病院として次のとおり認定

した。

平成26年 9月2日。
石川県知事 谷 本 正 憲

名 称 所 在 地 認定年月日 認定の有効期限

町 立 富 来 病 院 |羽咋郡志賀町富来地頭町7の110番地 1 I平成26年 9月 1日 |平成29年 8月31日

石川県告示第412号

森林法(昭和26年法律第249号)第25条の 2第 1項の規定により、次のとおり保安林として指定する予定である。

平成26年 9月2日

石川県知事 谷 本 正 憲

1 保安林予定森林の所在場所

鳳珠郡能登町字柿生ヌ 1の 1、 1の乙、 26の 1、26の 2、44の 1、45の 1、45の3、ル32、35、ヲ64の 1、64の

。
2 

2 指定の目的
かん

水源の酒養

3 指定施業要件

(1) 立木の伐採の方法
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ア 主伐に係る伐採種は、定めない。

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める

標準伐期齢以上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

(2) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法 ・期間及び樹種

次のとおりとする。

( I次のとおり」は、省略し、その関係書類を石川県農林水産部森林管理課並びに能登町役場に備え置いて縦覧に供

する。)

1 保安林予定森林の所在場所

鳳珠郡能登町字笹川壱参字 5、6

2 指定の目的

土砂の崩壊の防備

3 指定施業要件

(1) 立木の伐採の方法

ア 主伐は、択伐による。

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める

標準伐期齢以上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

(2) 立木の伐採の限度

次のとおりとする。

( I次のとおり」は、省略し、その関係書類を石川県農林水産部森林管理課及び能登町役場に備え置いて縦覧に供す

る。)
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特定非営利活動法人の定款変更認証申請公告

特定非営利活動促進法(平成10年法律第 7号)第25条第 3項の規定により、特定非営利活動法人の定款変更の認証

の申請があった。

平成26年 9月 2日

1 申請のあった年月日

平成26年 8月5日

2 特定非営利活動法人の名称

特定非営利活動法人 日本ミュージックケア協会

3 代表者の氏名

宮本啓子

4 主たる事務所の所在地

加賀市橋立町ふ23

5 定款に記載された目的

石川県知事 谷 本 正 憲

この法人の目的は、会員の皆様に以下の 3点を習得していただき、 一人でも多くの人が同じ心持ちで他者とかか

わりあえること。(1)ミュージックケアの技術を獲得し、実践を積み重ねることによって、人間の尊厳の心を学ぶこ

と。(2)会員同士の相互理解を深め、交流を深める。(3)獲得した心の有り様を多くの人に広め、多くの子供たちゃお

年寄りの生き生きとした笑顔を増やすこと。

1 申請のあった年月日

平成26年 8月 6日

2 特定非営利活動法人の名称
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特定非営利活動法人 ワークショップすず

3 代表者の氏名

宮野修

4 主たる事務所の所在地

珠洲市飯田町5部 9番地

5 定款に記載された目的

この法人は、障害者が、地域社会の中で社会参加しながら生活できるよう作業訓練、生活指導を通して援助し、

社会的自 立を図ること及び障害者が安心して暮らしていける地域社会づくりを目的とする。

公安委員 A
E
 

石川県公安委員会告示第101号

石川県公安委員会が行う交通の規制(昭和47年石川県公安委員会告示第48号)の一部を次のように改正する。

平成26年 9月2日

石 川 県公安委 員 会

別表第 1 (信号機の設置場所)金沢西警察署管内の表 3の項を次のように改める。

同3.3.261 
金沢市金石北4丁目 1番 1号先

3 I金石町小学校前 |
市道準幹線556号金石大野線

別表第 1 (信号機の設置場所)白山警察署管内の表121の項を次のように改める。

白山市八田町338番地先

白山市道 1268号線と白山市道八回浜八回線及び白山市道 13号線との交

差点

別表第 1 (信号機の設置場所)津幡警察署管内の表35、36の項を次のように改める。

海浜千鳥台 河北郡内灘町字向粟崎り 75番地先
35 S49. 12. 5 

プ/'マ、 差 J長 主要地方道金沢田鶴浜線と町道との交差点

海浜向陽台 河北郡内灘町字向粟崎ぬ2番地先
36 S49. 12. 5 

プ/'マ、 差 J良 主要地方道金沢田鶴浜線と町道との交差点

別表第 2 (一方通行の指定)寺井警察署管内の表に次のように加える。
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別表第 2 (一方通行の指定)寺井警察署管内の表 3、5、7、9、12、19、21、25、30、32、33、35から37まで、

41から45まで、 49から51までの項を次のように改める。

市 道 能美市粟生町ロ65番地先から 約80
自動車及 粟生南交差点、か

3 
粟生西 24号線 能美市粟生町ロ74番地先まで メートル

終日 び原動機 ら県道粟生小松

付自転車 線に至る方向

5 市道北中央線
能美市大成町ト 122番地先から 約210

自動車及 寺井駅前方向か

能美市大成町ハ57番地13先まで メートル
終日 び原動機 ら福島に至る方

付自転車 向

7 市道福島大成線
能美市大成町ハ45番地 1先から 約220

自動車及 大成保育所方向

能美市大成町ト 113番地1先まで メートル
終日 び原動機 から通称駅前通

付自転車 りに至る方向
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国道8号(山側 能美郡川北町字橘105番地先から 約530
終日 車 両

橘交差点から朝
9 

側道) 能美郡川北町字橘208番地先まで メートル 日に至る方向

国道8号(海側 能美郡川北町字朝日 62番地先から 約200
朝日方向から橘

12 終日 車 両 南交差点に至る
オフランプ) 能美郡川北町字朝日89番地先まで メートル

方向

国道8号(山側 能美市粟生町西60番地2先から 約120
手取川左岸方向

19 終日 車 両 から粟生西交差
オフランプ) 能美市粟生町西 1番地 1先まで メートル

点に至る方向

能美市粟生町ホ18番地2先から 約17
自動車及 県道松任寺井線

21 市道粟生末寺線 終日 び原動機 方向から末寺に
能美市粟生町ロ 19番地 1先まで メートル

付自転車 至る方向

国道8号(海側 能美市玉問堂町乙86番地1先から 約900
五問堂方向から

25 終日 車 両 西任回に至る方
側道) 能美市西任田町チ8番地先まで メートル

向

国道8号(海側 能美市能美 1丁目 1番地先(南東角)から 約150
東任田方向から

30 終日 車 両 粟生西交差点、に
オフランプ) 能美市能美 1丁目 1番地先(北東角)まで メートル

至る方向

国道8号(山側 能美市五間堂町庚55番地1先から 約200
東任田方向から

32 終日 車 両 玉間堂交差点に
オフランプ) 能美市玉間堂町庚60番地2先まで メートル

至る方向

国道8号(山側 能美市玉間堂町戊14番地1先から 約200
五間堂交差点か

33 終日 車 両 ら小松市に至る
オンランプ) 能美市玉間堂町戊20番地1先まで メートル

方向

国道8号(海側 能美市玉間堂町乙68番地先から 約200
玉間堂交差点か

35 終日 車 両 ら松任市に至る
オンランプ) 能美市玉問堂町乙59番地先まで メートル

方向

市道西 二 口 能美市中庄町戊24番地 1先から 約77
自動車及

五間堂町から福
36 終日 び原動機

中 庄 2 号線 能美市中庄町戊34番地 1先まで メートル
付自転車

岡町に至る方向

主要地方道 能美市浜開発町乙74番地1先から 約100
大成町方向から

37 終日 車 両 下ノ江に至る方
金沢美)11小松線 能美市浜開発町乙61番地1先まで メートル

向

能美市来丸町64番地先から 約80
能美市役所辰口

41 市道来丸 9号線 終日 車 両 庁舎前から三ツ
能美市来丸町63番地3先まで メー トノレ

屋方向

国道8号(小松
能美市大長野町チ64番地先から

約320
大長野西交差点

42 能美市大長野町乙20番地先まで 終日 車 両 方向から小松市
バイパス)

(山側オンランプウェイ)
メートル

八幡に至る方向

国道8号(小松
能美市大長野町丁 3番地先から

約350
小松市八幡方向

43 能美市大長野町丁 1番地先まで 終日 車 両 から大長野西交
バイパス)

(海側オフランプウェイ)
メートル

差点に至る方向

国道8号(小松
能美市小杉町ホ151番地1先から

約360
小杉南交差点方

44 能美市小杉町南21番地先まで 終日 車 両 向から小松市八
バイパス)

(山側オンランプウェイ)
メートル

幡に至る方向

国道8号(小松
能美市小杉町南48番地先から

約330
小松市八幡方向

45 能美市小杉町ホ196番地先まで 終日 車 両 から小杉南交差
バイパス)

(海側オフランプウェイ)
メートル

点に至る方向
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国道 8号(山側 能美郡川北町字橘138番地 1先から 約200
小松方面本線車

49 終日 車 両 道から橘南交差
オフランプ) 能美郡川北町字橘208番地先まで メートル

点に至る方向

大長野西交差点

国道 8号(海側 能美市大長野町ト36番地 1先から 約200
終日 車 両

から金沢方面へ
50 

オンランプ) 能美市小長野町86番地先まで メートル の本線車道に至

る方向

小松方面本線車

国道 8号(山側 能美市小長野町87番地 1先から 約200
終日 車 両

道から大長野西
51 

オフランプ) 能美市大長野町ト30番地 1先まで メートル 交差点に至る方

向

別表第 2 (一方通行の指定) 2以上の警察署管内にまたがる表8、19の項を次のように改める。

一般国道 8号 能美市玉間堂町戊 5番地6先から 約700
玉間堂町方向か

8 終日 車 両 ら小松市高堂町
(山側側道) 小松市高堂町ハ146番地 1先まで メートル

に至る方向

国道 8号(小松
小松市一針町北16番地先から

約300
大長野町方向か

19 能美市小杉町ハ145番地先まで 終日 車 両 ら小杉南交差点
バイパス)

(山側オフランプウェイ)
メートル

に至る方向

別表第4 (指定方向外進行禁止)金沢中警察署管内の表237の項を次のように改める。

7 : 00から

市道準幹線518 金沢市菊)111丁目 33番 8号 法島町方向から幸町方向へ 自動車及び原 9 : 00まで
237 

号石引十一屋線 先 の左折 動機付自転車 (土曜、日曜、

休日を除く)

別表第4 (指定方向外進行禁止)寺井警察署管内の表に次のように加える。

市道大浜28号線 能美市大浜町井41番地先
JR寺井駅西口方向から大 自動車及び原

終289 日
釜屋踏切方向への直進 動機付自転車

市道大浜26号線
能美市大浜町井238番地 1 市道釜屋線方向から大釜屋 自動車及び原

終290 日
先 踏切方向への左折 動機付自転車

別表第4 (指定方向外進行禁止)寺井警察署管内の表15、21、22、25、32から35まで、 44、80、81、86、128、132、

174、177、195，197、198、200から216まで、 218から220まで、 222から226まで、 229から236まで、 242、245から248

まで、 250から253まで、 262から267まで、 270、274、276の項を次のように改める。

市道辰口21号線 能美市辰口町503番地先
緑ケ丘方向から小松市方向

15 
への右折

車 両 終 日

市 道
能美市徳山町下95番地先

和気方向から金沢方向への
車 両 終21 日

下徳山 6号線 右折

市 道
能美市徳山町下102番地先

下徳山方向から小松方向へ
車 両 終22 日

下徳山 7号線 の右折

市 道 能美市玉問堂町戊 9番地 1 寺井北交差点方向から玉間
車 終25 両 日

五間堂 6号線 先 堂交差点方向への右折

市道石子 3号線 能美市石子町子4番地先
末寺方向から石子西交差点

車 両 終32 日
方向への右折
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大型貨物自動

市 道 能美市大長野町ハ126番地
国道8号線から小杉方向へ 車、特定中型

33 の右折及び寺井方向への左 貨物自動車及 終 日
大長野佐野線 先

折 び大型特殊自

動車

市 道 能美市大長野町ホ 1番地1 小杉方向から佐野方向への
34 車 両 終 日

大長野北16号線 先 右折

大型貨物自動

市 道 小杉方向から大長野方向へ
車、特定中型

35 能美市大長野町ホ 7番地先 貨物自動車及 終 日
小長野小杉線 の直進

び大型特殊自

動車

44 国 道 8 号 能美市小長野町86番地先 能美市末信町方向への右折 車 両 終 日

国道 8号(海側 能美郡川北町字朝日89番地
手取川堤防方向から国道 8

80 号海側オフランプを西任問 車 両 終 日
側道) 先

町方向への右折

国道 8号(海側 能美郡川北町字朝日89番地
西任田町方向から国道8号

81 海側側道を手取川堤防方向 車 両 終 日
オフランプ) 先

への左折

赤井町(ソニー根上工場)

86 区 道 能美市粟生町西60番地 1先 方向から国道8号山側側道 車 両 終 日

を手取川堤防方向への左折

国道 8号(山側 能美市五間堂町庚60番地2
西任田町方向から国道8号

128 山側側道を粟生西交差点方 車 両 終 日
オフランプ) 先

向への左折

能美市玉間堂町乙83番地1
中庄町方向から国道 8号海

132 県道根上寺井線 側側道を高堂町方向への右 車 両 終 日
先

折

野田町(八丁川右岸)方向

174 市 道 能美市小長野町21番地先 から国道8号海側側道を大 車 両 終 日

長野西交差点方向への右折

主要地方道 能美市浜開発町乙77番地1
浜開発南交差点方向から海

177 側側道を ]R北陸本線方向 車 両 終 日
金沢美)11小松線 先

への右折及び左折

大型貨物自動

牛島町方向から小松市何回
車、特定中型

195 県道金平寺井線 能美市佐野町イ 2番地先 貨物自動車及 終 日
町方向への右折

び大型特殊自

動車

大型貨物自動

主 要地方道 三道山町方向から小松市高
車、特定中型

197 能美市寺井町た54番地 1先 貨物自動車及 終 日
小 松鶴来線 堂町方向への右折

び大型特殊自

動車
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大型貨物自動

主要地方道 大長野町方向から小松市高
車、特定中型

198 能美市寺井町た58番地先 貨物自動車及 終 日
小 松鶴来線 堂町方向への左折

び大型特殊自

動車

大型貨物自動

主要地方道 能美市寺井町れ155番地 1 大長野町方向から末信町方
車、特定中型

200 貨物自動車及 終 日
小 松鶴来線 先 向への右折

び大型特殊自

動車

大型貨物自動

主要 地方道 能美市小長野町ホ57番地1 大長野町方向から牛島町方
車、特定中型

201 貨物自動車及 終 日
小 松鶴来線 先 向への右折

び大型特殊自

動車

大型貨物自動

主要 地方道 能美市小長野町ホ11番地2 寺井町方向から牛島町方向
車、特定中型

202 貨物自動車及 終 日
小 松鶴来線 先 への左折

び大型特殊自

動車

大型貨物自動

主要 地方道 能美市小長野町イ 11番地2 大長野町方向から牛島町方
車、特定中型

203 貨物自動車及 終 日
小 松鶴来線 先 向への右折

び大型特殊自

動車

大型貨物自動

主要 地方道 能美市小長野町イ 61番地4 寺井町方向から牛島町方向
車、特定中型

204 貨物自動車及 終 日
小 松鶴来線 先 への左折

び大型特殊自

動車

大型貨物自動

主要地方道 能美市大長野町ト24番地5 小松市一針町方向から牛島
車、特定中型

205 貨物自動車及 終 日
小 松鶴来線 先 町方向への右折

び大型特殊自

動車

大型貨物自動

主要地 方 道 能美市大長野町ト25番地1 寺井町方向から牛島町方向
車、特定中型

206 貨物自動車及 終 日
小 松鶴来線 先 への左折

び大型特殊自

動車

大型貨物自動

主要 地方道 小松市一針町方向から牛島
車、特定中型

207 能美市大長野町ト27番地先 貨物自動車及 終 日
小 松鶴来線 町方向への右折

び大型特殊自

動車
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大型貨物自動

寺井町方向から佐野町方向 車、特定中型

208 市道末信 1号線 能美市末信町丁3番地先 への左折及び小長野町方向 貨物自動車及 終 日

への右折 び大型特殊自

動車

大型貨物自動

牛島町方向から小長野町方 車、特定中型

209 市道末信牛島線 能美市末信町丁12番地先 向への左折及び佐野町方向 貨物自動車及 終 日

への右折 び大型特殊自

動車

大型貨物自動

寺井町方向から大長野町方
車、特定中型

210 市道末信牛島線 能美市末信町丁 1番地先 貨物自動車及 終 日
向への右折

び大型特殊自

動車

大型貨物自動

能美市牛島町ヨ 114番地 1 小松市古府町方向から大長
車、特定中型

211 市道末信牛島線 貨物自動車及 終 日
先 野町方向への左折

び大型特殊自

動車

大型貨物自動

寺井町方向から大長野町方
車、特定中型

212 市道末信牛島線 能美市牛島町ヨ73番地 1先 貨物自動車及 終 日
向への右折

び大型特殊自

動車

大型貨物自動

市 道 能美市大長野町ニ129番地 佐野町方向から寺井町方向
車、特定中型

213 貨物自動車及 終 日
大長野佐野線 1先 への右折

び大型特殊自

動車

大型貨物自動

市 道 能美市大長野町ニ118番地 小松市高堂町方向から寺井
車、特定中型

214 貨物自動車及 終 日
大長野佐野線 先 町方向への左折

び大型特殊自

動車

大型貨物自動

市 道 佐野町方向から寺井町方向
車、特定中型

215 能美市大長野町ニ66番地先 貨物自動車及 終 日
大長野佐野線 への右折

び大型特殊自

動車

大型貨物自動

市 道 能美市大長野町ハ76番地1 小松市高堂町方向から寺井
車、特定中型

216 貨物自動車及 終 日
大長野佐野線 先 町方向への左折

び大型特殊自

動車
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大型貨物自動

市 道 能美市大長野町ト77番地1 小松市高堂町方向から寺井
車、特定中型

218 貨物自動車及 終 日
大長野佐野線 先 町方向への左折

び大型特殊自

動車

大型貨物自動

市 道 能美市大成町2丁目50番地 中町方向から中ノ江町方向
車、特定中型

219 貨物自動車及 終 日
大成五間堂線 1先 への右折

び大型特殊自

動車

大型貨物自動

市 道 能美市西二口町丙58番地2 中庄町方向から中ノ江町方
車、特定中型

220 貨物自動車及 終 日
大成五間堂線 先 向への左折

び大型特殊自

動車

大型貨物自動

市道西 二 口 能美市西二口町丁75番地1 中庄町方向から福島町方向
車、特定中型

222 貨物自動車及 終 日
中 庄 2 号線 先 への右折

び大型特殊自

動車

大型貨物自動

道林町方向から浜町方向へ 車、特定中型

223 市道道林高坂線 能美市高坂町ロ34番地先 の左折及び小松市坊丸町方 貨物自動車及 終 日

向への右折 び大型特殊自

動車

大型貨物自動

小松市蛭川町方向から小松 車、特定中型

224 市道道林高坂線 能美市高坂町68番地先 市坊丸町方向への左折及び 貨物自動車及 終 日

浜町方向への右折 び大型特殊自

動車

大型貨物自動

小松市大島町方向から道林
車、特定中型

225 市道吉原高坂線 能美市高坂町イ41番地 1先 貨物自動車及 終 日
町方向への左折

び大型特殊自

動車

大型貨物自動

大成町方向から道林町方向
車、特定中型

226 市道吉原高坂線 能美市高坂町ロ42番地 1先 貨物自動車及 終 日
への右折

び大型特殊自

動車

市 道 能美市大成町2丁目67番地
中町方向から福島町方向へ 大型自動車、

229 の左折及び西二口町方向へ 特定中型自動 終 日
大成玉間堂線 先

の右折 車

市 道 能美市大成町2丁目87番地
中庄町方向から西二口町方 大型自動車、

230 向への左折及び福島町方向 特定中型自動 終 日
大成玉間堂線 先

への右折 車
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大型貨物自動

来丸町方向から徳山町方向
車、特定中型

231 市道辰口来丸線 能美市辰口町160番地 1先 貨物自動車及 終 日
への左折

び大型特殊自

動車

大型貨物自動

倉重町方向から来丸町方向
車、特定中型

232 市道倉重辰口線 能美市辰口町110番地先 貨物自動車及 終 日
への左折

び大型特殊自

動車

大型貨物自動

徳山町方向から来丸町方向
車、特定中型

233 市道倉重辰口線 能美市辰口町108番地2先 貨物自動車及 終 日
への右折

び大型特殊自

動車

大型貨物自動

主要地方道 湯屋町方向から上開発町方
車、特定中型

234 能美市来丸町ワ50番地先 貨物自動車及 終 日
金 沢小松線 向への左折

び大型特殊自

動車

大型貨物自動

主要地方道 三ツ屋町方向から上開発町
車、特定中型

235 能美市来丸町ワ50番地先 貨物自動車及 終 日
金 沢小松線 方向への右折

び大型特殊自

動車

大型貨物自動

川北町方向から三ツ屋町方
車、特定中型

18 : 00から翌
236 市道出口辰口線 能美市北市町46番地先 貨物自動車及

向への左折
び大型特殊自

8 : 30まで

動車

大型貨物自動

和気町方向から縁が丘方向
車、特定中型

242 市道緑が丘線 能美市徳山町上149番地先 貨物自動車及 終 日
への左折

び大型特殊自

動車

大型貨物自動

市 道 能美市松が岡 5丁目 133番 和気町方向から辰口町方向
車、特定中型

245 貨物自動車及 終 日
上清水徳山線 地11先 への右折

び大型特殊自

動車

大型貨物自動

市 道 能美市緑が丘10丁目 138番 下開発町方向から辰口町方
車、特定中型

246 貨物自動車及 終 日
上清水徳山線 地先 向への左折

び大型特殊自

動車
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大型貨物自動

市 道 能美市松が岡 5丁目40番地 和気町方向から緑が丘方向
車、特定中型

247 貨物自動車及 終 日
上清水徳山線 14先 への右折

び大型特殊自

動車

大型貨物自動

市 道 能美市緑が丘11丁目 11番地 下開発町方向から辰口町方
車、特定中型

248 貨物自動車及 終 日
上清水徳山線 先 向への左折

び大型特殊自

動車

大型貨物自動

市 道
北市町方向から緑が丘方向 車、特定中型

250 能美市上開発町156番地先 への直進及び辰口町方向へ 貨物自動車及 終 日
上開発 5号線

の左折 び大型特殊自

動車

大型貨物自動

市 道 能美市上開発町ホ67番地1 北市町方向から辰口町方向
車、特定中型

251 貨物自動車及 終 日
上開発 5号線 先 への左折

び大型特殊自

動車

大型貨物自動

市 道 荒屋町方向から辰口町方向
車、特定中型

252 能美市上開発町ホ66番地先 貨物自動車及 終 日
下開発上開発線 への直進

び大型特殊自

動車

大型貨物自動

市 道 能美市上開発町ホ78番地1 緑が丘方向から辰口町方向
車、特定中型

253 貨物自動車及 終 日
上開発 5号線 先 への右折

び大型特殊自

動車

指定車、許可
7 : 30から

市 道 三道山町方向から新保町方 8 : 30まで
262 能美市粟生町イ37番地先 車及び軽車両

粟生 三道山線 向への右折
を除く

(日曜、休日

を除く)

指定車、許可
7 : 30から

市 道 川北町方向から新保町方向 8 : 30まで
263 能美市粟生町ロ 101番地先 車及び軽車両

粟生 三道山線 への左折
を除く

(日曜、休日

を除く)

7 : 00から

市 道
能美市寺井町レ104番地先

小松市高堂町方向から東任 自動車及び原 8 : 00まで
264 

寺井南 15号線 田町方向への左折 動機付自転車 (土曜、日曜、

休日を除く)

7 : 00から

市 道
能美市寺井町レ105番地先

末信町方向から東任田町方 自動車及び原 8 : 00まで
265 

寺井南 15号線 向への右折 動機付自転車 (土曜、日曜、

休日を除く)
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266 
市 道

小松市高堂町方向から東任
7 : 00から

寺井南 7号線
能美市寺井町レ30番地先 田町方向への左折及び小長

自動車及び原 8 : 00まで

野町方向への右折
動機付自転車 (土曜、日曜、

休日を除く)

267 
市道

末信町方向から小長野町方
7 : 00から

寺井南 7号線
能美市寺井町レ63番地 1先 向への左折及び東任田町方

自動車及び原 8 : 00まで

向への右折
動機付自転車 (土曜、日曜、

休日を除く)

7 : 00から

270 
市道 石子町方向から小長野町方

寺井西 12号線
能美市寺井町ツ83番地 1先

自動車及び原 8 : 00まで

向への左折 動機付自転車 (土曜、日曜、

休日を除く)

大型貨物自動

274 
主要 地方道 徳久町方向から辰口町方向

車、特定中型

小 松鶴来線
能美市倉重町丁36番地 1先

への右折
貨物自動車及 終 日

び大型特殊自

動車

大型貨物自動

276 市道倉重来丸線 能美市辰口町117番地先
上開発町方向から来丸町方

車、特定中型

向への直進
貨物自動車及 終 日

び大型特殊自

動車

別表第4 (指定方向外進行禁止)白山警察署管内の表に次のように加える。

市道金剣通り線 |白山市西新町90番地先

市道金剣通り線 |白山市西新町16番地先

相木町方向から東新町方向 |自動車及び原 I 6 : 00から

への左折 |動機付自転車 I22 : 00まで

博労一丁目方向から東新町 |自動車及び原 I 6 : 00から

方向への右折 |動機付自転車 I22 : 00まで

別表第 6 (車両の通行禁止)金沢東警察署管内の表に次のように加える。

金沢市木ノ新保町1番 1号先から
68 I金沢市管理道路 |

金沢市木ノ新保町1番 1号先まで

別表第 7 (歩行者用道路)七尾警察署管内の表13の項を次のように改める。

市 道 |七尾市山王町ソ部32番地5先から

七尾東 57号線 |七尾市山王町ソ部64番地 7先まで

日 |中型自動車及び大

型特殊自動車

7 : 00から 8 : 30まで

(土曜、日曜、休日を

除く)

別表第 9 (追い越しのための右側部分はみ出し通行禁止) 2以上の警察署管内にまたがる表に次のように加える。

主要 地方道 |金沢市粟崎町4丁目78番地151先から

金沢田鶴浜線 |河北郡内灘町字千鳥台二丁目 170番地先まで
幡署約1，103メートノレ)
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別表第10(普通自転車歩道通行可)寺井警察署管内の表 3、5、 7、12、13、20、21、25から27まで、 29から31ま

で、 33、35から37まで、 48の項を次のように改める。

県道松任寺井線
能美郡川北町字因子島コ190番地1先から

終
約550

3 日
能美郡川北町字橘子2番地先まで メートル

県道松任寺井線
能美市三道山町ト 14番地1先から

終
約260

5 日
能美市三道山町チ32番地先まで メートル

主要地方道小松
能美市三道山町オ101番地2先から 約1，750 

7 鶴来線、県道松 終 日

任寺井線
能美市小長野町ト81番地先まで メートル

県道松任寺井線
能美郡川北町字橘子2番地先から

終
約750

12 日
能美市粟生町マ 5番地先まで メートル

県道小松鶴来線
能美市徳久町レ146番地1先から

終
約250

13 日
能美市徳久町48番地先まで メートル

市 道 能美市徳久町イ 13番地2先から
終

約1， 700 
20 日

上清水下徳山線 能美市松が岡 5丁目 133番地13先まで メートル

市 道 能美市小杉町イ83番地先から 約650
21 終 日

小長野小杉線 能美市大長野町ホ11番地先まで メートル

県 道 能美市大成町チ292番地先から 約100
25 終 日

寺井停車場線 能美市大成町チ297番地先まで メートル

主要地方道金沢
能美市大成町ト80番地先から 約580

26 美)11小松線、県 終 日

道寺井停車場線
能美市浜開発町乙96番地1先まで メートル

主要地方道金沢
能美市大成町リ 119番地4先から 約580

27 美)11小松線、県 終 日

道寺井停車場線
能美市浜開発町乙95番地1先まで メートル

市道和光台線
能美市和気町オ28番地 1先から

終
約1，200 

29 日
能美市和光台 1丁目 125番地先まで(南側) メートル

市道大成末寺線、 能美市玉問堂町戊 1番地1先から
終

約1，600 
30 日

県道根上寺井線 能美市三道山町オ92番地先まで(北側) メートル

市道大成末寺線、 能美市寺井町や28番地先から
終

約1，600 
31 日

県道根上寺井線 能美市玉問堂町戊 5番地6先まで(南側) メートル

市道加賀舞子線
能美市大浜町井24番地先から

終
約720

33 日
能美市大浜町ム81番地17先まで(北側) メートル

市道浜開発線
能美市下ノ江町ホ81番地先から

終
約1，000 

35 日
能美市浜町タ90番地先まで(南側) メートル

市道浜開発線
能美市浜町タ 157番地先から

終
約1，000 

36 日
能美市浜開発町丙17番地1先まで(北側) メートル

市道浜町 能美市浜町ワ50番地先から
終

約200
37 日

下ノ江 1号線 能美市浜町ワ114番地先まで メートル

市道出口辰口線、 能美市上開発町ト 3番地1先から
終

約650
48 日

上開発辰口線 能美市辰口町148番地先まで メートル

別表第10(普通自転車歩道通行可)津幡警察署管内の表 1、2の項を次のように改める。

1 I閥 11尻 津 町 叩 津 幡 一一蹴から

県道中尾津幡線河北郡津幡町井上の荘 2丁目245番地先まで

|県道川尻津幡線べ |河北郡津幡町字加賀爪ル44番地6先から
2 I 

|県道中尾津幡線 |河北郡津幡町井上の荘4丁目206番地先まで

終

終

I
l
l
i
-
-
-
T
I
l
l
i
-
-

ー

レ

ー

レ

n
u

ノ

n

u

/

印

ト

印

ト

乙

一
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一

約

メ

約

メ

門
ロ
門
ロ
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別表第11(最高速度の指定)金沢東警察署管内の表に次のように加える。

ソ ン30

(1)金沢市笠市町1番20号先

(2)金沢市笠市町12番 9号先

242 市 道 (3)金沢市瓢箪町11番10号先
約1，460 毎時30キロ

(4)金沢市瓢箪町22番28号先
メートル メートル

(1)から(4)までの場所を結ぶ線により

固まれた区域内の道路

別表第11(最高速度の指定)金沢西警察署管内の表に次のように加える。

ゾーン30

(1)金沢市入江3丁目 15番地先

市 道
(2)金沢市開明町2丁目 21番地 1先 約1，820 毎時30キロ

214 
(3)金沢市東力町ニ185番地先 メートル メートル

(1)から(3)までの場所を結ぶ線により

固まれた区域内の道路

市 道
金沢市開明町2丁目25番地先から 約350 毎時30キロ

215 
金沢市開明町2丁目48番地先まで メートル メートル

別表第11(最高速度の指定)金沢西警察署管内の表137の項を次のように改める。

道 l金沢市新神田 5丁目26番地先から

金沢市入江2丁目 27番地先まで

別表第11(最高速度の指定)小松警察署管内の表に次のように加える。

市道下粟津 |小松市下粟津町み 1番地先から

国道 1号線 |小松市下粟津町ら 9番地先まで

別表第11(最高速度の指定)白山警察署管内の表に次のように加える。

白山市三浦町665番地先から

白山市三浦町784番地 1先まで

別表第11(最高速度の指定)津幡警察署管内の表に次のように加える。

ソ ン30

(1)河北郡津幡町井上の荘2丁目 1番

1号先

(2)河北郡津幡町井上の荘 2丁目60番

地先

191 町 道 (3)河北郡津幡町井上の荘 2丁目 245
約1，786 

番地先(南西角)
メートル

(4)河北郡津幡町井上の荘 2丁目 245

番地先(北西角)

(1)から(4)までの場所を結ぶ線により

固まれた区域内の道路

毎時30キロ

メートル

終日

終日

終日

終日

第 12 728号

車両(けん引③を

除く)

車両(けん引③を

除く)

車両(けん引③を

除く)

車両(けん引③を

除く)

車両(けん引③を

除く)

車両(原動機付自

転車及びけん引③

を除く)

車両(けん引③を

除く)
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別表第11(最高速度の指定)津幡警察署管内の表14、90、95の項を次のように改める。

14 県道高松内灘線
かほく市白尾ヌ 13番地 1先から 約3，160 毎時40キロ

車両(原動機付自

かほく市松浜口57番地先まで メートル メートル
終日 転車及びけん引②

③を除く)

県道局松内灘線、

90 
県道八野高松線、 かほく市高松タ16番地 1先から 約3，400 毎時40キロ

車両(原動機付自

市道二ツ屋1号 かほく市木津ハ94番地先まで メートル メートル
終日 転車及びけん引②

線
③を除く)

95 
市 道 かほく市二ツ屋ヨ 1番地先から 約1，800 毎時40キロ

車両(原動機付自

二 ツ屋 1号線 かほく市高松タ16番地 1先まで メートル メートル
終日 転車及びけん引②

③を除く)

別表第14(進路変更禁止及び進行方向別通行区分)金沢東警察署管内の表31の項を次のように改める。

金沢市広岡 1丁目 115番地先から

市道 広岡 金沢市広岡 1丁目 115番地先まで
約35

31 
1丁目 線 2号 (金沢駅西広場方向から広岡交差

メートル

点に至る方向)

別表第18(駐車禁止)金沢中警察署管内の表75の項を次のように改める。

市道本多町2丁 |金沢市本多町2丁目 107番地先から

回線2号、 6号 |金沢市本多町2丁目 1番21号先まで

別表第18(駐車禁止)金沢西警察署管内の表に次のように加える。

金沢港湾事務所 |金沢市大野町4丁目ヲ 1番地6先から

管理 道路 |金沢市大野町4丁目甲 2番地先まで

別表第18(駐車禁止)白山警察署管内の表に次のように加える。

I ..-. _.. .... I白山市三浦町665番地先から
325 I市道 1号幹線 |

l 白山市三浦町784番地 1先まで

道路の左側端から数えて 1番

自の車両通行帯は左折、 2番

4 終日 目、 3番目の車両通行帯は直

進、 4番目の車両通行帯は右

折とする。

lfTiJ日l車両l

lflT:l終日l車両l

lriJ日l車両l
別表第18(駐車禁止)寺井警察署管内の表 1、2、4、 6から14まで、 17、18、21から28まで、 30から32まで、 34

から42まで、 45、48、52、53の項を次のように改める。

主要地方道金沢
能美市高坂町イ41番地先から 約3，700 

美)11小松線、市 終 日 車両

道吉原高坂線
能美市吉原町ヲ 6番地先まで メートル

県道根上寺井線、 能美市大成町チ184番地先から 約3，900
終 車両2 日

市道大成18号線 能美市寺井町る10番地 2先まで メートル

市道大長野佐野
能美市泉台町南165番地先から 約1，500 

4 線、市道佐野和 終 日 車両

気線
能美市佐野町ヌ55番地先まで メートル

県道粟生小松線
能美市粟生町ホ61番地先から 約2，400

終 車両6 日
能美市寺井町ソ171番地1先まで メートル

市道寺井南15号 能美市寺井町レ113番地先から 約500
終 車両7 日

線、 9号線 能美市寺井町た41番地 1先まで メートル

市 道 能美市寺井町レ86番地先から 約200
終 車両8 日

寺井南 8号線 能美市寺井町ウ48番地先まで メートル
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市道寺井末信線
能美市寺井町カ231番地先から 約465

終 車両9 日
能美市末信町イ84番地先まで メートル

市道浜町1号線
能美市浜町カ200番地先から 約186

終 車両10 日
能美市浜町カ 147番地 1先まで メートル

市 道 能美市浜開発町丁99番地先から 約280
終 車両11 日

中町浜開発線 能美市浜町カ 14番地先まで メートル

市道浜町 能美市浜町カ 142番地4先から 約300
終 車両12 日

下ノ江 1号線 能美市浜開発町丁128番地 1先まで メートル

市道加賀舞子線
能美市大浜町ム 7番地6先から 約1，850

13 -南中央線 ・浜 終 日 車両

町道林線
能美市浜町辰ヲ 2番地2先まで メートル

県 道 能美市大成町ト 115番地先から 約350
14 終 日 車両

寺井停車場線 能美市大成町リ 91番地先まで メートル

市 道 能美市小長野町へ63番地先から 約550
終 車両17 日

小長野小杉線 能美市大長野町ハ74番地先まで メートル

市道大浜大成線、 能美市大浜町ク 6番地先から 約950
終 車両18 日

市道大成福岡線 能美市大成町ワ39番地先まで メートル

市道北中央線
能美市大成町ロ 158番地先から 約265

終 車両21 日
能美市福島町オ37番地先まで メートル

市道福島大成線
能美市大成町ロ53番地先から 約320

終 車両22 日
能美市福島町レ17番地先まで メートル

市道福島大成線
能美市大成町ハ46番地先から 約220

終 車両23 日
能美市福島町ト 113番地1先まで メートル

市道吉原釜屋大
能美市大浜町井70番地先から 約1，000 

24 浜線、市道釜屋 終 日 車両

線
能美市大浜町コ70番地 1先まで メートル

市 道 能美市寺井町ロ63番地 1先から 約250
終 車両25 日

東任田 18号線 能美市東任田町ハ15番地1先まで メートル

市道道林高坂線
能美市道林へ48番地先から 約980

終 車両26 日
能美市高坂町イ32番地 1先まで メートル

市道木曽街道線
能美市吉原釜屋町ハ 1番地48先から 約5，900

終 車両27 日
能美市山口町ト70番地 1先まで メートル

市道中町大成線
能美市大成町ル95番地先から 約450

終 車両28 日
能美市中町子292番地先まで メートル

市道浜開発線
能美市下ノ江町ホ81番地1先から 約1，000 

終 車両30 日
能美市浜町タ 157番地先まで メートル

市道大成末寺線、
能美市宮竹町カ60番地先から 約10，700

31 主要地方道小松 終 日 車両

鶴来線
能美市玉間堂町ロ29番地6先まで メートル

市道北中央線
能美市大成町ト 123番地先から 約210

終 車両32 日
能美市大成町ハ57番地13先まで メートル

市 道 能美市寺井町る23番地先から 約500
終 車両34 日

寺井東 27号線 能美市寺井町チ41番地先まで メートル

市 道 能美市寺井町た58番地先から 約60
終 車両35 日

寺井南 16号線 能美市寺井町た63番地 1先まで メートル

市 道 能美市寺井町ウ65番地先から 約550
終 車両36 日

寺井小長野線 能美市小長野町チ72番地先まで メートル
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市道緑が丘線
能美市徳山町上146番地先から 約620

終 車両37 日
能美市緑が丘4丁目57番地先まで メートル

市道金沢大学 能美市緑が丘 5丁目 16番地先から 約1，000 
終 車両38 日

丘 陵公園線 能美市辰口町658番地先まで メートル

市 道 能美市緑が丘 1丁目 117番地先から 約1，300 
終 車両39 日

下徳山辰口線 能美市緑が丘8丁目 158番地先まで メートル

市道湯野 1号線
能美市湯谷町乙10番地2先から 約600

終 車両40 日
能美市泉台町中281番地先まで メートル

県道和気寺井線
能美市湯谷町ト 115番地先から 約1，400

終 車両41 日
能美市泉台町東1番地先まで メートル

市道粟生佐野線
能美市寺井町や148番地先から 約270

終 車両42 日
能美市寺井町や1番地先まで メートル

市 道 能美市大成町チ236番地1先から 約1，900
終 車両45 日

大成玉間堂線 能美市玉間堂町丙38番地先まで メートル

市 道 能美市大成町1丁目45番地先から 約330
終 車両48 日

大成 7 号線 能美市大成町ヲ18番地 1先まで メートル

主要地方道 能美市辰口町424番地 1先から 約1，450
終 車両52 日

金 沢小松線 能美市出口町へ67番地 1先まで メートル

ふるさと農道 能美郡川北町字山田先出礼140番地先から 約150
終 車両53 日

松任 川 北線 能美郡川北町字壱ツ屋210番地先まで メートル

別表第18(駐車禁止)津幡警察署管内の表46の項を次のように改める。

県道八野高松線べ |
|かほく市高松タ16番地 1先から

市道二ツ屋1号 |
線 |かほく市高松甲16番地 7先まで lrh 

別表第18(駐車禁止) 2以上の警察署管内にまたがる表30の項を次のように改める。

約 8，400

メ トノレ

(白山署

約 2，000 
終 日 車両

県道松任寺井線、
白山市福留町469番地の 1先から

メートル、
30 主要地方道小松

能美市大長野町ト81番地1先まで

寺井署約
鶴来線

6，400メ

一トノレ)

別表第20(停止禁止部分の指定)金沢東警察署管内の表に次のように加える。

|市道小坂 52号 |
40 I . .- . .... .:: I金沢市御所町リ 1番地先

小坂町南線13号 l

[終日 [車両[

別表第 9 (追い越しのための右側部分はみ出し通行禁止)金沢西警察署管内の表4の項を次のように改める。

リ
出
向
け 除

別表第11(最高速度の指定)津幡警察署管内(自動車専用道路)の表4の項を次のように改める。

リ
出
向
け 除
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